
　町の緑地の保全及び緑化の推進を進めながら、人手を加えて構築した現在の自然循環を適正に

評価・診断したうえで、人手を加えたことによって失われてしまった自然をできるだけ回復させ

ていくとともに、今後、自然循環に人手を加える際には、自然状態をできる限り維持・向上させ

るよう努めます。

■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット2.4】
町民菜園稼働率（利用区画数／募集区画数　産業振興課）
現状（令和元年度）

93％
目標（令和7年度）

95％

第1項　水や緑を守る取組み

■ 施策の方針
町に暮らす多様な人々が自然とふれあい、はぐくむ環境に親しみ、町民共有の宝として、水や

緑に対する理解を深め、守り育てる意義を共有できるよう、気軽に体験できる場所や機会の充実

を図ります。日常生活において当たり前に享受している自然の恵みに感謝し、次世代に継承して

いくことをめざし、樹木・樹林の保全を進め、生物多様性の保全、ヒートアイランド現象の緩

和、防災、景観形成、安価でおいしい水の提供など、自然界がもたらす様々な機能を高めていく

ため、水と緑のネットワークの充実を図ります。

諏訪湖については、諏訪湖創生ビジョン推進会議と連携し、水環境の再生を進めながら、親水

性のある環境の整備など、開かれた水辺空間の景観や魅力を積極的に発信していきます。

■ 現状と課題
　町は、樹林地の占める割合が高く、約9割に植

生が分布しています。

　高層湿原としては南限に位置するとともに、

ニッコウキスゲやマツムシソウなど400種を超

える高山植物群落を形成する八島ヶ原高層湿原

は国の天然記念物として、また、神域として守

られてきた巨木が森として残る諏訪大社社叢は

町の天然記念物として保護を図っています。町

が有する恵まれた自然環境を残し伝えていく取組みを継続していくことが必要です。

　自然に対する意識の啓発や各種制度づくり、緑化活動に対する支援など、町民に向けた水と緑

に関する働きかけや各種支援を継続・強化していくことが必要です。

　諏訪湖周辺のコンクリート護岸堤は、県の諏訪湖水辺整備マスタープランにより、自然豊かな

水辺とするため、人工なぎさの整備が進みました。再生整備された湖岸をより身近なものとする

ため、湖畔一帯を健康づくり空間として活かすとともに、かつての豊かな生態系の再生をめざし

ます。

　諏訪湖の水質は着実に改善しています。住民が主体となった湖沼水質保全のトップランナーと

して、諏訪湖浄化の取組みを広く紹介してイメージアップを図っていくことが必要です。一方

で、ヒシ等の水草の大量繁茂や湖底の貧酸素の拡大といった新たな課題も発生しています。

　こうした課題の解決に向けて、長野県により平成30年3月に「諏訪湖創生ビジョン」が策定さ

れ、諏訪湖の水環境保全と諏訪湖を活かしたまちづくりの実現のため、県、市町村、地域住民、

企業等が一体となって各種の取組みを行っています。

未来を創る総合戦略　基本目標・施策の方向性

■ 施策の展開第 1節　自然環境の保全

第2項　地球温暖化、省エネルギーへの対策

■ 施策の方針
第3次下諏訪町地球温暖化防止実行計画に基づき、行政が率先して温室効果ガスの排出削減に

取り組むことで、町全体の地球温暖化に対する意識をさらに高めるとともに、第3次下諏訪町環

境基本計画による安全で人にやさしいまちづくりを推進し、次の世代へ美しい自然環境を引継ぎ

ます。

また、環境負荷の少ない、バイオマス、太陽熱、雪氷熱、地熱、風力、太陽光、温泉、小水力

などの再生可能エネルギーの導入と活用を推進します。

■ 現状と課題
気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告において、「気候システムに対する人為的影響

は明らかであり、近年の人為起源の温室効果ガス排出量は史上最高となっている」と指摘されま

した。また、平成27年には京都議定書以来となる新たな国際的枠組みとして、発展途上国を含

む全ての国・地域が参加する「パリ協定」が採択され、国連に対して5年ごとに削減目標を提出

することが義務付けられました。

湖岸清掃

主な取組み 内　　容
・広葉樹の植栽や間伐などの森林整備の実施
・遊休農地解消と特定農地（町民菜園）の活用の推進
・高山植物保護パトロールの実施
・関連機関との連携による保全再生の取組み
・有害鳥獣対策の実施
・必要に応じた外来種除去の実施
・県と連携した諏訪湖の水草の適正な除去
・鳥類対策の実施

森林の公益的機能の増進
環境保全型農業の促進
八島高原、観音沢渓谷などの保全

外来種など（アレチウリ、ヒメジョオン、ブラッ
クバスなど）の対策
魚食性有害鳥類（カワアイサ、カワウなど）の対策

①【雇用】　　ⅲ　働く場を守る
④【活性化】　ⅴ　安心して快適に暮らすための事業推進
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■ 現状と課題
果樹、花き農家を中心に品種改良

が進み、高品質・多品種生産が行わ

れ、朝市・大型店舗などによる農産

物の販売に意欲的に取り組んでいま

す。しかし、農業者の高齢化と担い

手不足が進み、市街地では都市化の

影響から農地の新規取得、集積・集

約が難しく、農地の多くを占める中

山間地域においても基盤整備の導入

は難しい状況です。近代化の遅れと

野生鳥獣による農業被害の拡大によ

り遊休農地・荒廃農地が増加するとともに、農業用水路などの農業用施設についても維持管理の

負担が増大しています。

農地は、農産物の生産の場のみならず生態系の保全、雨水の貯留など多面的機能を有してお

り、遊休農地・荒廃農地の増加による機能の低下が懸念されています。

農業振興では、遊休農地の有効利用を推進するとともに、観光業と連携しながら地元農作物の

PR活動などの取組みを積極的に進める必要があります。

このような状況の中で、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）については、国の「総合的

なTPP等関連政策大綱」の改訂も踏まえ、県の対応方針を注視していく必要があります。

町では、事業者として温室効果ガスの排出量抑制などに取り組むために下諏訪町地球温暖化防

止実行計画を策定し、施設を含む町の全ての事務事業を対象に温室効果ガスの削減目標を定め、

省資源と省エネルギーの推進などに取り組んできました。

地球温暖化の影響が世界的な問題となる中、令和2年度改定の第3次下諏訪町地球温暖化防止

実行計画では、令和12年度までに平成25年度比で40％削減を目標とし、さらなる省資源と省エ

ネルギー対策を推進し、再生可能エネルギーの公共施設等への導入の推進についても検討するな

ど、環境負荷の低減に取り組むことが求められます。一方で、地球温暖化の影響により起こりう

る気象災害や気温上昇に伴う熱中症や感染症などに「適応」するための対策も今後必要となって

きます。

いずれも事業者や住民の地球温暖化に対する意識向上が何よりも大切です。

第１項　農業の育成と支援

■ 施策の方針
　農業者や農地面積が減少し、大規模農業への転換は難

しい状況ではあるものの、経営、技術に関する支援によ

り認定農業者を中心とした高品質・多品種生産などへの

転換を図り、高収益農業をめざすとともに、新規就農者

の支援、担い手の育成、後継者の育成に努めます。

　また、地産地消の推進、地域の食材を活用した特産品

の開発と販路拡大、遊休農地の解消により地域農業の活

性化を図り、農地の多面的機能の維持増進につなげます。

■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標④-ⅴ】【SDGsターゲット7.3】
グリーン購入法適合公用車割合（庁内公用車両における適合車両の割合　総務課）
現状（令和元年度）

30.1％
目標（令和7年度）

42.3％

第 2節　農林漁業の育成

食農教育の田植え作業

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・下諏訪町地球温暖化防止実行計画の着実な推進
・公用車更新時の低公害車（エコカー）への切替
・徒歩、自転車利用の推進、アイドリングストップの実施
・環境に配慮した製品購入の推進と啓発
・公共施設における再生可能エネルギー利用推進の検討
・住宅への再生可能エネルギー導入に対する支援制度の検討

地球温暖化防止対策の推進

再生可能エネルギー導入の検討

農地転用の推移
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面積（ha） 畑　　　田

資料：農転許可数による
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■ 施策の展開

農業経営者と後継者の育成 ・認定農業者と新規就農者の確保、育成
・農業の担い手と規模拡大の支援
・学校との連携による食農教育の推進
・就農相談窓口制度の検討

中山間農地の多面的機能の
維持増進

・農地の保全管理の推進
・電気柵などを活用した鳥獣被害防除
・農業生産条件の強化

先進技術や地域資源を
活用した農産物の導入

・関係機関との連携強化による推進
・農業振興特別対策事業の充実

利水施設の整備と水源の確保 ・計画的な施設の改修

内　容内　　容主な取組み

地産地消の推進 ・地元農産物の消費拡大の推進
・農産物即売会との連携強化
・学校給食への食材提供などによる地産地消の推進

遊休農地の解消 ・農地パトロールの実施
・利用意向調査の実施
・特定農地（町民菜園）の有効利用
・農地中間管理機構の利用の検討
・農業経営基盤強化促進法などの活用による農地利用の拡大
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■ 現状と課題
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れ、朝市・大型店舗などによる農産

物の販売に意欲的に取り組んでいま

す。しかし、農業者の高齢化と担い

手不足が進み、市街地では都市化の

影響から農地の新規取得、集積・集

約が難しく、農地の多くを占める中

山間地域においても基盤整備の導入

は難しい状況です。近代化の遅れと

野生鳥獣による農業被害の拡大によ

り遊休農地・荒廃農地が増加するとともに、農業用水路などの農業用施設についても維持管理の

負担が増大しています。

農地は、農産物の生産の場のみならず生態系の保全、雨水の貯留など多面的機能を有してお

り、遊休農地・荒廃農地の増加による機能の低下が懸念されています。

農業振興では、遊休農地の有効利用を推進するとともに、観光業と連携しながら地元農作物の

PR活動などの取組みを積極的に進める必要があります。

このような状況の中で、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）については、国の「総合的

なTPP等関連政策大綱」の改訂も踏まえ、県の対応方針を注視していく必要があります。

町では、事業者として温室効果ガスの排出量抑制などに取り組むために下諏訪町地球温暖化防

止実行計画を策定し、施設を含む町の全ての事務事業を対象に温室効果ガスの削減目標を定め、

省資源と省エネルギーの推進などに取り組んできました。

地球温暖化の影響が世界的な問題となる中、令和2年度改定の第3次下諏訪町地球温暖化防止

実行計画では、令和12年度までに平成25年度比で40％削減を目標とし、さらなる省資源と省エ

ネルギー対策を推進し、再生可能エネルギーの公共施設等への導入の推進についても検討するな

ど、環境負荷の低減に取り組むことが求められます。一方で、地球温暖化の影響により起こりう

る気象災害や気温上昇に伴う熱中症や感染症などに「適応」するための対策も今後必要となって

きます。

いずれも事業者や住民の地球温暖化に対する意識向上が何よりも大切です。

第１項　農業の育成と支援

■ 施策の方針
　農業者や農地面積が減少し、大規模農業への転換は難

しい状況ではあるものの、経営、技術に関する支援によ

り認定農業者を中心とした高品質・多品種生産などへの

転換を図り、高収益農業をめざすとともに、新規就農者

の支援、担い手の育成、後継者の育成に努めます。

　また、地産地消の推進、地域の食材を活用した特産品

の開発と販路拡大、遊休農地の解消により地域農業の活

性化を図り、農地の多面的機能の維持増進につなげます。

■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標④-ⅴ】【SDGsターゲット7.3】
グリーン購入法適合公用車割合（庁内公用車両における適合車両の割合　総務課）
現状（令和元年度）

30.1％
目標（令和7年度）

42.3％

第 2節　農林漁業の育成

食農教育の田植え作業

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・下諏訪町地球温暖化防止実行計画の着実な推進
・公用車更新時の低公害車（エコカー）への切替
・徒歩、自転車利用の推進、アイドリングストップの実施
・環境に配慮した製品購入の推進と啓発
・公共施設における再生可能エネルギー利用推進の検討
・住宅への再生可能エネルギー導入に対する支援制度の検討

地球温暖化防止対策の推進

再生可能エネルギー導入の検討

農地転用の推移

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

面積（ha） 畑　　　田

資料：農転許可数による

0.4

0.16
0.54

0.38

0.58

0.16
1.55

0.4

0.5

0.19

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

■ 施策の展開

農業経営者と後継者の育成 ・認定農業者と新規就農者の確保、育成
・農業の担い手と規模拡大の支援
・学校との連携による食農教育の推進
・就農相談窓口制度の検討

中山間農地の多面的機能の
維持増進

・農地の保全管理の推進
・電気柵などを活用した鳥獣被害防除
・農業生産条件の強化

先進技術や地域資源を
活用した農産物の導入

・関係機関との連携強化による推進
・農業振興特別対策事業の充実

利水施設の整備と水源の確保 ・計画的な施設の改修

内　容内　　容主な取組み

地産地消の推進 ・地元農産物の消費拡大の推進
・農産物即売会との連携強化
・学校給食への食材提供などによる地産地消の推進

遊休農地の解消 ・農地パトロールの実施
・利用意向調査の実施
・特定農地（町民菜園）の有効利用
・農地中間管理機構の利用の検討
・農業経営基盤強化促進法などの活用による農地利用の拡大
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■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット2.4】
野生鳥獣の個体数調整（駆除数　産業振興課）
現状（令和元年度）

156頭
目標（令和7年度）

335頭

■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット15.2】
森林整備施行面積（公有林及び補助事業による民有林の整備面積　産業振興課）
現状（令和元年度）

30ha
目標（令和7年度）

30ha以上

病害虫防除対策 ・化学農薬低減のためのフェロモン剤などの環境にやさしい防除技術
導入指導による病害虫防除対策の推進

野生鳥獣による農業被害対策 ・補助事業の活用促進
・野生鳥獣の個体数調整の実施

食材を活かした他分野との連携 ・観光業とタイアップした農産物のPR活動の推進
・資源を活用した6次産業化への支援

内　容内　　容主な取組み

第 2項　林業の育成と支援

■ 施策の方針
林業は、森林のもつ多面的機能の発揮を支える重要な役割を担っています。下諏訪町森林整備

計画に基づく森林整備を進め、森林の機能を総合的かつ高度に発揮させるとともに、特定鳥獣保

護管理計画に基づき野生鳥獣の個体数を適正に管理し、森林被害の抑制を図ります。施業を効率

的に行うため、森林環境譲与税を活用し、所有規模が零細な個人有林を計画的に集約し、林業振

興の重要な役割を担う森林組合、林業事業体に対する育成強化や林業後継者の育成・確保に努め

ながら、地域全体の共有財産である森林を守るために、民公協働による環境保全活動や森林づく

りへの支援を積極的かつ継続的に進めます。

また、木材搬出のための林道、作業道などの維持や整備を計画的に行い、地域材を安定供給で

きる体制の構築と販路拡大の検討を進めます。

■ 現状と課題
　町の総面積の84％が森林であり、町土の60％を占める民

有林のうち、カラマツを主体とした人工林の割合が58％と

なっています。

　公有林や財産区など団体有林では収穫可能な最終間伐が進

んでいるものの、個人有林については、就業者の減少や所有

者の高齢化、木材価格の低迷により、間伐などの森林整備が遅れています。町や林業事業体を中心

とした施業の集約化などによる間伐の推進と路網の整備が必要です。

　近年増加している自然災害への対策として、森林が持つ多面的機能を十分に発揮できるよう、

伐期を見据えて均衡のとれた健全な林分造成をゾーニングすることが重要です。

　管理が不十分なことによる森林の荒廃と野生鳥獣の適正な頭数管理の遅れなどから、鳥獣被害

が拡大している現状を踏まえ、猟友会との連携や狩猟者の確保にも努めていく必要があります。

ヒノキの枝打ち

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・植栽、保育などの森林整備の計画的推進
・林道などの作業路網整備の計画的な推進
・植栽や間伐などの森林整備による山地災害防止や
　水源かん養などの公益機能の増進
・森林組合などの林業事業体の育成強化
・信州の森林づくり事業の活用
・保安林の指定による治山事業の導入
・林地台帳の整備と広域連携による効率的な
森林管理業務の推進

・林道、作業道などの開設と安全確保のための法面改良、
　路面整備等の維持・管理
・特定鳥獣保護管理計画に基づく野生鳥獣の個体数調整の
　実施
・御柱用材を育む会などの団体と連携した防護ネットなど
　の設置
・定期的な巡視などによる予察の実施
・企業や地域コミュニティ、子どもたちとの連携による
　森林づくりの推進

下諏訪町森林整備計画に基づく整備の推進

森林の持つ公益的機能の増進

林業労働者および林業後継者の育成
補助制度、公共事業の導入

路網の整備

野生鳥獣による森林被害対策

森林病害虫の防除
民公協働による森林づくり

第 3項　漁業への支援

■ 施策の方針
長野県や諏訪湖創生ビジョン推進会議と連携

し、諏訪湖の自然環境の保全と復元のための各種

団体の活動を支援します。

諏訪湖漁業協同組合による水産資源の回復のた

めの事業を支援するとともに、諏訪湖の漁労と伝

統的食文化の普及啓発や観光資源としての活用を

促進することにより湖を核とした人々の交流を促

進します。

カワウ・カワアイサの追い払い
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■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット2.4】
野生鳥獣の個体数調整（駆除数　産業振興課）
現状（令和元年度）

156頭
目標（令和7年度）

335頭

■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット15.2】
森林整備施行面積（公有林及び補助事業による民有林の整備面積　産業振興課）
現状（令和元年度）

30ha
目標（令和7年度）

30ha以上

病害虫防除対策 ・化学農薬低減のためのフェロモン剤などの環境にやさしい防除技術
導入指導による病害虫防除対策の推進

野生鳥獣による農業被害対策 ・補助事業の活用促進
・野生鳥獣の個体数調整の実施

食材を活かした他分野との連携 ・観光業とタイアップした農産物のPR活動の推進
・資源を活用した6次産業化への支援

内　容内　　容主な取組み

第 2項　林業の育成と支援

■ 施策の方針
林業は、森林のもつ多面的機能の発揮を支える重要な役割を担っています。下諏訪町森林整備

計画に基づく森林整備を進め、森林の機能を総合的かつ高度に発揮させるとともに、特定鳥獣保

護管理計画に基づき野生鳥獣の個体数を適正に管理し、森林被害の抑制を図ります。施業を効率

的に行うため、森林環境譲与税を活用し、所有規模が零細な個人有林を計画的に集約し、林業振

興の重要な役割を担う森林組合、林業事業体に対する育成強化や林業後継者の育成・確保に努め

ながら、地域全体の共有財産である森林を守るために、民公協働による環境保全活動や森林づく

りへの支援を積極的かつ継続的に進めます。

また、木材搬出のための林道、作業道などの維持や整備を計画的に行い、地域材を安定供給で

きる体制の構築と販路拡大の検討を進めます。

■ 現状と課題
　町の総面積の84％が森林であり、町土の60％を占める民

有林のうち、カラマツを主体とした人工林の割合が58％と

なっています。

　公有林や財産区など団体有林では収穫可能な最終間伐が進

んでいるものの、個人有林については、就業者の減少や所有

者の高齢化、木材価格の低迷により、間伐などの森林整備が遅れています。町や林業事業体を中心

とした施業の集約化などによる間伐の推進と路網の整備が必要です。

　近年増加している自然災害への対策として、森林が持つ多面的機能を十分に発揮できるよう、

伐期を見据えて均衡のとれた健全な林分造成をゾーニングすることが重要です。

　管理が不十分なことによる森林の荒廃と野生鳥獣の適正な頭数管理の遅れなどから、鳥獣被害

が拡大している現状を踏まえ、猟友会との連携や狩猟者の確保にも努めていく必要があります。

ヒノキの枝打ち

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・植栽、保育などの森林整備の計画的推進
・林道などの作業路網整備の計画的な推進
・植栽や間伐などの森林整備による山地災害防止や
　水源かん養などの公益機能の増進
・森林組合などの林業事業体の育成強化
・信州の森林づくり事業の活用
・保安林の指定による治山事業の導入
・林地台帳の整備と広域連携による効率的な
森林管理業務の推進

・林道、作業道などの開設と安全確保のための法面改良、
　路面整備等の維持・管理
・特定鳥獣保護管理計画に基づく野生鳥獣の個体数調整の
　実施
・御柱用材を育む会などの団体と連携した防護ネットなど
　の設置
・定期的な巡視などによる予察の実施
・企業や地域コミュニティ、子どもたちとの連携による
　森林づくりの推進

下諏訪町森林整備計画に基づく整備の推進

森林の持つ公益的機能の増進

林業労働者および林業後継者の育成
補助制度、公共事業の導入

路網の整備

野生鳥獣による森林被害対策

森林病害虫の防除
民公協働による森林づくり

第 3項　漁業への支援

■ 施策の方針
長野県や諏訪湖創生ビジョン推進会議と連携

し、諏訪湖の自然環境の保全と復元のための各種

団体の活動を支援します。

諏訪湖漁業協同組合による水産資源の回復のた

めの事業を支援するとともに、諏訪湖の漁労と伝

統的食文化の普及啓発や観光資源としての活用を

促進することにより湖を核とした人々の交流を促

進します。

カワウ・カワアイサの追い払い
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■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット2.3】
ワカサギ受精卵放流量（補助事業実施報告数値　産業振興課）
現状（平成27年度～令和元年度平均）

7.7億粒
目標（令和7年度）

8億粒

■ 現状と課題
諏訪湖の漁業は、近年の気候変動による生態系の変化により、魚介類の生息環境が悪化しつつ

あり、漁獲量は年々減少傾向にあります。特に漁獲の主力であるワカサギは、鳥類による捕食被

害、生息環境の変化により、採卵量が大きく減少してきており、諏訪湖の漁業と環境保全を主体

的に担っている漁業関係者の安定的な収入が損なわれつつあるため、経営的に必要な採卵量の確

保が課題となっています。

平成28年にはワカサギを始めとした魚介類の大量死が発生し、諏訪湖の生態系に大きな影響

を及ぼしており、漁獲量の回復には魚介類の生息・産卵場所、湖内環境の整備が必要です。

ブラックバスなどの外来魚の駆除、カワアイサなどの魚食性鳥類の食害防止、ヒシ等の水草の

繁茂による貧酸素化などを改善するための対策により、ワカサギ等の生息環境の保全を図る必要

があります。

町土は、自然的利用がされている森林を主体とした山間地、里山や農地などの中山間地、都市

的利用がされている平坦地に大別されますが、開発・利用と保全の間に調和と均衡を図ることが

必要です。

市街地においては、都市計画の積極的な運用により良好な住環境の整備を図り、暮らしやすい

まちの実現を図るとともに、安心安全なまちづくりに向けて防災施設を適正に配置し、町土の保

全のための防災事業を促進します。

■ 現状と課題
町土の大部分を占める山間地と中

山間地では、一部において市街地の

都市的機能を補完しているものの、

産業構造の変化や価値観の多様化及

び高齢化の進行により農地の減少や

民有林の荒廃などが進行しつつあ

り、町土の保全機能を持続的に発揮

するため、多面的な利用の促進と防

災減災対策が必要です。

市街地では、温泉や下水道施設な

どの社会資本が整備され、地形的に可住地面積の拡大が困難なため地価が比較的高い傾向にあり

ます。また、建築密度も高く、用途が混在した状況となっており、用途規制をはじめ規制の適正

な運用と適切な見直しが必要となってきていることに加え、各種災害に対して安心安全なまちづ

くりと温暖化現象などの地球規模の環境保全に対応できる、環境に優しいまちづくりを推進する

必要があります。

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・貧酸素化改善対策の推進
・魚の生息環境整備の推進
・ワカサギ採卵事業の支援
・ブルーギルやブラックバス等の外来魚駆除事業の支援
・観光業、小売業と連携した販路拡大の取組みの促進
・観光業と連携した事業の創出支援
・カワアイサ・カワウ等の追い払いの実施及び有効な
防除対策の検討

諏訪湖環境の改善

魚類増殖事業の支援
外来魚駆除対策
地元産魚介類の消費拡大
観光産業との連携
魚食性鳥類被害防除対策

第1項　土地の活用と保全

■ 施策の方針
国土利用計画第2次下諏訪町計画に基づき、

町土の均衡ある発展を図るため、人口減少社会

においても、生活基盤の効率的かつ持続的な活

用ができるよう、コンパクトな都市形成をめざ

します。

第 3節　町土の開発と保全

上空から見た諏訪地域

土地利用の状況

総面積 66.87㎢
（100％）

資料：概要調書（土地）報告数値による
湖沼2.84㎢は諏訪湖面積

その他 16.73㎢
25.0％

田
0.63㎢
0.9％

原野
7.55㎢
11.3％

畑
0.96㎢
1.4％

山林 35.29㎢
52.8％

湖沼
2.84㎢
4.3％

宅地 2.87㎢
4.3％

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・用途地域などの地域地区の見直し
・都市計画基礎調査などの実態調査の実施
・景観計画と景観条例による良好な住環境の保全と整備の
　促進
・開発行為の指導、規制
・景観計画、景観条例による誘導、指導、規制
・まちづくり協定や景観形成に係る住民協定の締結促進と
　誘導、指導、規制
・各種の土地区画整理事業の調査と施行の検討
・エコタウン構想などの研究調査と事業化に向けた取組み
　の促進
・所有者に対する空き家の適正な管理指導の実施
・専門家の指導に基づく特定空き家の現状調査の実施
・特定空き家の除去に向けた取組みの推進
・地籍調査の実施に向けた情報収集

調和のとれたコンパクトな市街地形成の促進

民間都市開発の指導、規制、誘導

土地区画整理事業の導入の検討
省エネルギー、低炭素型宅地開発の研究調査
と事業化の検討
空き家対策の推進

地籍調査の実施検討
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■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット2.3】
ワカサギ受精卵放流量（補助事業実施報告数値　産業振興課）
現状（平成27年度～令和元年度平均）

7.7億粒
目標（令和7年度）

8億粒

■ 現状と課題
諏訪湖の漁業は、近年の気候変動による生態系の変化により、魚介類の生息環境が悪化しつつ

あり、漁獲量は年々減少傾向にあります。特に漁獲の主力であるワカサギは、鳥類による捕食被

害、生息環境の変化により、採卵量が大きく減少してきており、諏訪湖の漁業と環境保全を主体

的に担っている漁業関係者の安定的な収入が損なわれつつあるため、経営的に必要な採卵量の確

保が課題となっています。

平成28年にはワカサギを始めとした魚介類の大量死が発生し、諏訪湖の生態系に大きな影響

を及ぼしており、漁獲量の回復には魚介類の生息・産卵場所、湖内環境の整備が必要です。

ブラックバスなどの外来魚の駆除、カワアイサなどの魚食性鳥類の食害防止、ヒシ等の水草の

繁茂による貧酸素化などを改善するための対策により、ワカサギ等の生息環境の保全を図る必要

があります。

町土は、自然的利用がされている森林を主体とした山間地、里山や農地などの中山間地、都市

的利用がされている平坦地に大別されますが、開発・利用と保全の間に調和と均衡を図ることが

必要です。

市街地においては、都市計画の積極的な運用により良好な住環境の整備を図り、暮らしやすい

まちの実現を図るとともに、安心安全なまちづくりに向けて防災施設を適正に配置し、町土の保

全のための防災事業を促進します。

■ 現状と課題
町土の大部分を占める山間地と中

山間地では、一部において市街地の

都市的機能を補完しているものの、

産業構造の変化や価値観の多様化及

び高齢化の進行により農地の減少や

民有林の荒廃などが進行しつつあ

り、町土の保全機能を持続的に発揮

するため、多面的な利用の促進と防

災減災対策が必要です。

市街地では、温泉や下水道施設な

どの社会資本が整備され、地形的に可住地面積の拡大が困難なため地価が比較的高い傾向にあり

ます。また、建築密度も高く、用途が混在した状況となっており、用途規制をはじめ規制の適正

な運用と適切な見直しが必要となってきていることに加え、各種災害に対して安心安全なまちづ

くりと温暖化現象などの地球規模の環境保全に対応できる、環境に優しいまちづくりを推進する

必要があります。

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・貧酸素化改善対策の推進
・魚の生息環境整備の推進
・ワカサギ採卵事業の支援
・ブルーギルやブラックバス等の外来魚駆除事業の支援
・観光業、小売業と連携した販路拡大の取組みの促進
・観光業と連携した事業の創出支援
・カワアイサ・カワウ等の追い払いの実施及び有効な
防除対策の検討

諏訪湖環境の改善

魚類増殖事業の支援
外来魚駆除対策
地元産魚介類の消費拡大
観光産業との連携
魚食性鳥類被害防除対策

第1項　土地の活用と保全

■ 施策の方針
国土利用計画第2次下諏訪町計画に基づき、

町土の均衡ある発展を図るため、人口減少社会

においても、生活基盤の効率的かつ持続的な活

用ができるよう、コンパクトな都市形成をめざ

します。

第 3節　町土の開発と保全

上空から見た諏訪地域

土地利用の状況

総面積 66.87㎢
（100％）

資料：概要調書（土地）報告数値による
湖沼2.84㎢は諏訪湖面積

その他 16.73㎢
25.0％

田
0.63㎢
0.9％

原野
7.55㎢
11.3％

畑
0.96㎢
1.4％

山林 35.29㎢
52.8％

湖沼
2.84㎢
4.3％

宅地 2.87㎢
4.3％

■ 施策の展開
主な取組み 内　　容

・用途地域などの地域地区の見直し
・都市計画基礎調査などの実態調査の実施
・景観計画と景観条例による良好な住環境の保全と整備の
　促進
・開発行為の指導、規制
・景観計画、景観条例による誘導、指導、規制
・まちづくり協定や景観形成に係る住民協定の締結促進と
　誘導、指導、規制
・各種の土地区画整理事業の調査と施行の検討
・エコタウン構想などの研究調査と事業化に向けた取組み
　の促進
・所有者に対する空き家の適正な管理指導の実施
・専門家の指導に基づく特定空き家の現状調査の実施
・特定空き家の除去に向けた取組みの推進
・地籍調査の実施に向けた情報収集

調和のとれたコンパクトな市街地形成の促進

民間都市開発の指導、規制、誘導

土地区画整理事業の導入の検討
省エネルギー、低炭素型宅地開発の研究調査
と事業化の検討
空き家対策の推進

地籍調査の実施検討
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■ 重要業績評価指標（KPI）
【総合戦略目標①-ⅲ】【SDGsターゲット8.3】
店舗、工場、農地の低未利用地の紹介件数（空き店舗活性化事業及び商工業振興助成事業等補助件数　産業振興課）
現状（平成27年度～令和元年度平均）

7.6件
目標（令和7年度）

8件

未来を創る総合戦略　基本目標・施策の方向性

第 1節　世代ごとの支援と伝承
第1項　子育て支援の推進

■ 施策の方針
　子どもたちが健やかに成長するこ

とができる環境づくりを推進するた

め、子どもの幸せを第一に考え、多

様化する個別のニーズを把握しなが

ら、子育て支援を充実させることが

重要です。

　下諏訪町子ども・子育て支援事業

計画の基本理念「次世代を育てる子

育て支援」の実現に向けて、若い世

代が温かい家庭をはぐくみ、安心し

て夢を持って子育てができるよう社

会全体で考えていきます。

　妊娠・出産、乳幼児からのライフ

ステージにおいて、福祉・教育・保

健の分野が連携し、育児困難を感じ

ている保護者に対し、気軽に相談・

援助を求められる体制を整備すると

ともに、地域における子育て支援

ネットワークの形成を図り、子育て

マンパワーの養成と資質の向上に努

めます。

　また、人と人とのつながりと絆を

大切に、ゆとりの持てる子育てがで

きる環境を提供することにより、子

どもたちに家庭への夢を与えられる

ようなまちづくりをめざします。

2

1.5

1

0.5
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合計特殊出生率と出生数の推移

200
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0

出生数 出生率

出生数　　　　出生率

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
資料：出生数　人口動態（統計）による　　　
　　　出生率　人口動態（統計）からの算出による

152 146 137 151 130 117 122 150 100 113 92

1.46 1.48 1.28 1.55 1.50 1.32 1.52

1.88

1.37
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1.43
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0

福祉医療費給付金

（年度）

2,800

2,700

2,600

2,500

2,400

2,300

2,200

2,100

2,000

福祉医療費給付金（乳幼児資格者分）の推移

乳幼児資格者
福祉医療費給付金（百万円）　　　　乳幼児資格者

35

2,282

38 39 45 44

3月31日現在

2,722
2,659

2,550
2,508

③【結婚・出産・子育て】ⅲ　ゆとりある子育てのための家庭支援と環境整備の推進
　　　　　　　　　　　　ⅳ　子どもと子育て世代への地域をあげた応援と見守りの推進
　　　　　　　　　　　　ⅴ　地域の文化や自然などの教育資源を活かした教育による地域愛の醸成
④【活性化】　　　　　　ⅰ　積極的な情報、魅力発信
　　　　　　　　　　　　ⅱ　老若男女・地域を問わず集える地域コミュニティの形成
　　　　　　　　　　　　ⅲ　行政と住民が協働し、得意な分野を活かしたまちづくりの推進
　　　　　　　　　　　　ⅴ　安心して快適に暮らすための事業推進
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